
令　 和　 ８ 　年 　度

松 阪 市 水 道 事 業 会 計 予 算 書

（　水　道　）-1-



令和８年度松阪市水道事業会計予算

附  属  諸  表

1 令和８年度松阪市水道事業会計予算実施計画

2 令和８年度松阪市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

3 給与費明細書

4 債務負担行為に関する調書

5 令和８年度松阪市水道事業予定貸借対照表

6 重要な会計方針等に関する注記

7 令和７年度松阪市水道事業予定貸借対照表

8 令和７年度松阪市水道事業予定損益計算書

9 令和８年度松阪市水道事業会計予算基礎資料

（　水　道　） -2-



令和８年度松阪市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（１）給 水 戸 数 戸

（２）年 間 総 給 水 量 ㎥

（３）一 日 平 均 給 水 量 ㎥

（４）建 設 改 良 事 業 千円

水  道  事  業  収  益 千円

千円

千円

水  道  事  業  費　用 千円

千円

千円

千円

営 業 外 費 用

第  １  款

352,548    

270,108    

予 備 費第  ３  項

営 業 費 用

営 業 外 収 益

支　　　　　出

令 和 ８ 年 度 松 阪 市 水 道 事 業 会 計 予 算

（収益的収入及び支出）

（総　　則）

業務の予定量は次のとおりとする。

18,176,446 

73,700  

2,305,615  

第　１　条

（業務の予定量）

第　２　条

49,798  

議　案　第 　７　 号

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　入

3,487,373  

3,683,347  

第　３　条

5,000      

3,958,455  

第  １  款

営 業 収 益

第  ２  項

3,839,921  

第  １  項

第  ２  項

第  １  項
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千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

23,418     

第  ２  項 企 業 債 償 還 金

資 本 的 支 出

2,305,615  

第  ４  項

第  １  款

第　５　条

第  ３  項

第  １  項 建 設 改 良 費

（債務負担行為）

期間 限度額事 項

国 庫 （ 県 ） 補 助 金

千円令和9年度～令和11年度
三重県自治体共同積算システム使用に係
る契約

891,000    千円令和9年度～令和10年度

3,672      

支　　　　　出

735,335    

上水道遠方監視制御システム更新工事に
係る契約

第  ２  項

資 本 的 収 入

（資本的収入及び支出）

収　　　　　入

1,788,867  

企 業 債 1,446,500  

98,615     出 資 金

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額1,252,083千円は、過年度分損益勘定留保資金

1,252,083千円で補てんするものとする。)

220,334    

3,040,950  

負 担 金

第  １  項

第　４　条

第  １  款
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計

（１）

（２）

　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければ

ならない。

（１） 千円

水道事業費用を補助するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、9,705

千円である。

償還の方法

第　６　条

利    率起債の目的

第　９　条

営 業 外 費 用

営 業 費 用

341,311 

第 １０ 条

（他会計からの補助金）

職 員 給 与 費

（企  業  債）

起債の方法

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第　８　条

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

限度額

証書借入
又は証券発行  （ただし、利

率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

建設改良事業 　公的資金については、そ
の融通条件により、銀行そ
の他の場合にはその債権者
との協定によるものとす
る。
　ただし、市財政の都合に
より据置期間及び償還期限
を短縮し、又は繰上償還を
なし、もしくは低利借換を
することができる。

第　７　条

1,446,500

（一時借入金）

1,446,500

一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

千円

年5.0％以内
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たな卸資産の購入限度額は、40,000千円と定める。

松 阪 市 長    竹　上　真　人

令和 ８ 年 ２ 月 ２４ 日提出

第 １１ 条

（たな卸資産購入限度額）
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1

1

1 水道料金、簡易水道使用料

2 手数料、負担金等

2

1 預金等の利息

2 水道新設等分担金

3

4

5

6 その他の収益152

一般会計補助金

2,091

25,674

1,820

9,671

308,245 △19,367

1,005

3,911

9,823

分 担 金

雑 収 益

補助金等により取得した固定
資産の減価償却費見合い分の
収益化

水道事業に充当する国県補助
金

款　　項

（千円）

水 道 事 業
収 益

（千円）

3,877,1523,839,921

（千円）

△37,231

26,081

354,381

営 業 収 益 3,487,373

そ の 他
営 業 収 益

給 水 収 益

国県補助金 14,150 0 14,150

１　令和８年度松阪市水道事業会計予算実施計画

目

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収　　　　　　入

前 年 度
予 定 額

△27,034

△8,364

営業外収益

3,503,869

18,90210,538

352,548 △1,833

△35,398

3,476,835

3,522,771

比 較
備 考

本 年 度
予 定 額

受 取 利 息
及び配当金

407

他 会 計
補 助 金

9,705 8,700

長期前受金
戻 入

288,878
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（千円）

1

1

1

2

3

4

5

6

2

1

2

3

3

1

1,298,693

配水施設及び給水に要する費
用

備 考

営業活動全般に要する費用

原水の取水及び浄水に要する
費用

固定資産の減価償却費

24,696

5,000

営業外費用

減価償却費

有形固定資産の除却費

水道料金等業務に要する費用

企業債等の利息

前 年 度
予 定 額

比 較

100,0253,583,322

121,0213,837,434

16,100

9,485

45,401

500

13,493

予 備 費

29,360

（千円）

474,992

資産減耗費

原 水 及 び
浄 水 費

122,238

1,537,510 1,528,025

3,683,347

429,591

217,268233,368

1,313,739

総 係 費

1,500

15,046

支　　　　　　出

款　　項

（千円）

水 道 事 業
費 用

目

3,958,455

本 年 度
予 定 額

0

28,060

1,000

1,300

249,112 20,996

55,000

5,000

166,052

予 備 費

190,748

5,000

雑 支 出

50,000

5,000

△5,000

消費税雑支出等

270,108

0

営 業 費 用

108,745

配 水 及 び
給 水 費

業 務 費

消費税及び
地方消費税

支 払 利 息
及び企業債
取 扱 諸 費
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（千円）

1

1

1

2

1

3

1

4

1

（千円）

1

1

1

2

3

2

1

企 業 債

225,7481,563,119

備 考

資 本 的 収 入 及 び 支 出

1,252,7001,446,500

919220,334

98,615

919

219,415

△3,127

市甚太川河川改修工事に伴う配
水管布設替工事等工事負担金

市出資金

34,156

235,283

9,212

33,809

721,336

64,459

193,800

34,15664,459

26,545

2,305,615

193,800

1,252,700

比 較

1,446,500 建設改良事業に充当

収　　　　　入

国庫（県）
補 助 金

（千円）

220,334

支　　　　　出

資本的支出 3,040,950

款　　項

前 年 度
予 定 額 備 考

（千円）

比 較

228,3722,812,578

目

水道建設事業に充当する国庫
(県)補助金

国 庫 ( 県 )
補 助 金

219,415

本 年 度
予 定 額

企 業 債
償 還 金

251,4591,315,187

△25,388 量水器、蓄電池等購入費

老朽施設の更新に要する費用

企業債償還元金

730,548

配 水 及 び
給水施設費

水道施設改良に要する費用1,566,646

基 幹 施 設
整 備 費

固 定 資 産
購 入 費

企 業 債
償 還 金

742,246

735,335

△6,911735,335

742,246 △6,911

8,421

目

（千円）

前 年 度
予 定 額

（千円）

出 資 金

企 業 債

23,418

出 資 金

98,615

款　　項

資本的収入 1,788,867

本 年 度
予 定 額

2,070,332建設改良費

負 担 金

工事負担金 23,418 26,545 △3,127
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Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）

減価償却費

固定資産除却損

退職給付引当金の増減額（△は減少）

賞与引当金の増減額（△は減少）

法定福利費引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入額

支払利息

受取利息及び受取配当金

貯蔵品の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

小計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額

業務活動によるキャッシュ･フロー

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ･フロー

有形固定資産の取得による支出

工事負担金による収入

国庫（県）補助金等による収入

投資活動によるキャッシュ･フロー

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ･フロー

建設改良企業債による収入

建設改良企業債の償還による支出

一般会計からの出資金による収入

財務活動によるキャッシュ･フロー

　　 資金増加（減少）額

　 　資金期首残高

　 　資金期末残高

２　令和８年度松阪市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）

23,331,000

（単位：円、消費税及び地方消費税抜）

2,058,000

516,000

△ 185,990,000

1,313,739,000

1,500,000

△ 288,878,000

190,748,000

△ 3,911,000

135,364,000

3,055,000

1,191,532,000

3,911,000

△ 190,748,000

1,004,695,000

△ 2,733,401,000

220,334,000

23,418,000

△ 2,489,649,000

1,446,500,000

△ 735,335,000

98,615,000

809,780,000

△ 675,174,000

3,902,817,000

3,227,643,000
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1 総　括

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

手
当
の
内
訳

前年度

比　較

本　年　度

前　年　度

比　　較

1,625 79,592

比　較 △67 12,189

手
当
の
内
訳

区分
住居手当 計

(千円) (千円)

本年度 1,558

児童手当

(千円)

1,925

1,320

605

(千円)

0

780

区分

91,781

9,831

1,286

前年度 2,682 2,858

2,952

4,043

1,450

地域手当

(千円)

6,995

時間外
勤務手当

管理職
手  当

在宅勤務等
手  当

特殊勤務
手  当

6,240 0

10,029 5,952

5,452 △198 288 0 0

1,450

(千円)(千円) (千円) (千円)

50,724

0 0
(△3)

33 
1 12

本年度 3,462 4,144 56,176

扶養手当 通勤手当
期末勤勉
手  当

(千円) (千円)

合　計

24,008
1 

0 3,864 12,189 16,053 3,863 4,092

79,592 240,818 45,432 31,053 317,303
(  13)

84 161,142

34 
165,006 91,781 256,871

特別職
その他の
特別職 一般職 報酬

３ 給与費明細書

49,295 35,145 341,3111 12
(  10)

84

給料 手当 計

(人) (人) (人)

法　定
福利費

給 与 費

区　　分

職 員 数

引当金
繰入額
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2 給料及び手当の増減額の明細

給与改定の状況

・一般職員

給料の改定率　3.45％

前年度給与改定実施時期

令和7年4月1日

・会計年度任用職員

給料の改定率　6.09％

給与改定実施時期

令和8年4月1日

平均昇給率 0.89%

昇給職員数

職員数の異動状況

（会計年度任用職員を除く）

本年度 37 人 0 人 37 人

前年度 35 人 2 人 37 人

増　減 2 人 △2 人 0 人

期末勤勉手当

地域手当

△3,241
職員の変動に伴
う増減分

3.その他の
  増減分

区　分
増 減 額 増減事由別内訳

給　料

2.昇給に伴
　う増加分

1,296

(千円) （千円）

3,864 1.給与改定
　に伴う
  増減分

5,809

現に在職
する
職員数

その他

説　明

昇給月

（千円）
備　　　考

計

職員数

1月 29人

一般職員の給与改
定に伴う増減分

会計年度任用職員
の給与改定に伴う
増減分

4,863

△ 3,241

946

7,680

手　当 12,189 1.制度改正
　に伴う
  増減分

4,509

2.その他の
  増減分

給与改定による増

466

給与改定による増

4,043
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円 円
円 円

歳 4 月 歳 3 月
円 円
円 円

歳 1 月 歳 3 月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

円 円

円 円

人 %

人 %

%) 

人 %

人 %

人 % 人 %

人 %

人 %

人 %

%) 

人 % 人 %

人 %

人 %

%) 

人 %

人 %

人 % 人 %

人 %

人 %

人 %

%) 

人 % 人 %

7　　級 0 0.0

5　　級 4 12.5 5　　級 1 100.0

6　　級 5 15.6

4

 (3)  級別職員数

区 分
一　般　行　政　職 技　能　労　務　職

級 職員数 構成比 級 職員数 構成比

令和8年1月1日現在

1　　級 9 26.5 1　　級

2　　級

3　　級
(2人) (100.0

3　　級
2 5.9

2 5.9 2　　級

4　　級 4　　級10 29.4

8　　級 1 2.9

100.0

6　　級 4 11.8

7　　級 0 0.0

5　　級 6 17.6 5　　級 1

計
(2人) (100.0

計

2　　級 0 0.0 2　　級

1　　級 9 28.1

34 100.0 1 100.0

令和7年1月1日現在

32 100.0

1　　級

4　　級 4　　級

3　　級

9 28.2

(100.0

12.5

(2人)

100.0

3　　級

高  校  卒 200,300

1

8　　級 1

計
(2人)

計

3.1

(100.0

3 給料及び職員手当の状況

 (1)  職員１人当たり給与
区                   分 一般行政職 技能労務職

令和8年1月1日現在
平均給料月額 329,628 261,500

平 均 年 齢 42 61

232,000大  学  卒

平均給与月額

平均給与月額

379,671 275,360

358,205 413,980

232,000

区 分 一般行政職
一般会計の制度

一般行政職

令和7年1月1日現在
平均給料月額 316,947 363,400

平 均 年 齢 42 60

200,300

 (2)  初任給
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(Ａ)（人）

(Ｂ)（人）

(Ａ)（人）

(Ｂ)（人）

（級別の基準となる職務）
区 分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

定型的
な業務
を行う
職務

特に高度
の知識又
は経験を
必要とす
る業務を
行う職務

副主任
係 長
主 任

課長補佐
主　幹 課　長 次　長 部　長

技 能 労 務 職 労務員 労務員 労務員 労務員 主任

一 般 行 政 職

 (4)  昇給
区 分 合 計 一般行政職 技能労務職

本
　
年
　
度

職 員 数 35 34 1 

昇給に係る職員数 29 29 0 

号給数別内訳

1号給（人） 0 0 0 

2号給（人） 0 0 0 

3号給（人）

0 

0 0 0 

4号給（人） 29 29 0 

比 率 ( Ｂ ) ／ ( Ａ ) （％） 82.9% 85.3% 0.0%

0 

2号給（人） 0 0 0 

3号給（人） 0 0 0 

4号給（人） 26 26 

0.9

100.0

比 率 ( Ｂ ) ／ ( Ａ ) （％） 78.8% 81.3% 0.0%

 (5)  特殊勤務手当

前
　
年
　
度

職 員 数 33 32 1 

昇給に係る職員数 26 26 0 

号給数別内訳

1号給（人） 0 0 

区 分

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)

(1.225) (2.450)
有

2.325 2.325 4.650

緊 急 呼 出 手 当

 (6)  期末手当、勤勉手当

区 分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計

職制上の
段階、職務の
級等による
加算措置

備 考
6月（月分） 12月（月分） （月分）

本 年 度
(1.225)

手 当 の 名 称

前 年 度
(1.200) (1.200) (2.400)

有
2.300 2.300 4.600

(1.225) (2.450)
有

2.325 2.325 4.650
一 般 会 計 の 制 度

(1.225)

一般行政職・技能労務職

支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)
( 令 和 8 年 1 月 1 日 現 在 )

代 表 的 な 特 殊 勤 務
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定年前早期

備 考

左記の特例措置は
当面の間、50歳か
ら59歳までが対象

33.27075 47.709 47.709 退職特例措置

 (7)  定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分
25年勤続の
者（月分）

35年勤続の
者（月分）

最高限度
（月分）

その他の
加算措置等

24.586875

20年勤続の
者（月分）

24.586875

定年前早期

 (8)  地域手当

支 給 対 象 地 域

支 給 率 （ ％ ）

支給対象職員数（人）

国 の 指 定 基 準 に
基づく支給率（％）

松 阪

4

45

扶 養 手 当 同

住 居 手 当

4

左記の特例措置は
当面の間、50歳か
ら59歳までが対象

同

通 勤 手 当 同

（2%～20%加算）

 (9)  その他の手当

区 分
一 般 会 計 の
制度との異同

（支給率等）

47.709 47.709 退職特例措置

（2%～20%加算）

支給率等

一般会計

の制度 33.27075
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自動車賃貸借に
係る契約

3,336 R7 0
R8

～R13
3,336 3,336

592

1,484

R6
～R7

365
R8

～R13
2,552

2,575

274,110

1,484

48,600

429

2,552

1,318

自動車賃貸借に
係る契約

2,466
R5

～R7
520

R8
～R12

自動車賃貸借に
係る契約

2,160
R3

～R7
759

R8
～R10

自動車賃貸借に
係る契約

4,194

自動車賃貸借に
係る契約

4,116
R6

～R7
248

R8
～R12

自動車賃貸借に
係る契約

R6
～R7

189
R8

～R13

第一水源地宿日
直業務に係る契
約

81,000 32,400
R8

～R10
48,600

上下水道料金等口
座振替データ伝送
サービスに係る契
約（三菱UFJ銀
行）

上下水道料金等
の口座振替デー
タ伝送通信料と
して月額料金
22,000円及び1件
当たりの単価5.5
円に送受信デー
タ件数を乗じて
得た額

R6
～R7

限度額に同じ
R8

～R9
限度額に同じ

429

1,352

自動車賃貸借に
係る契約

2,520
R3

～R7
878

R8
～R10

自動車賃貸借に
係る契約

2,743
R6

～R7
160

４　債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事　項 限度額
左 の 財 源 内 訳

期　間 金　額 その他

千円

上下水道等営業
関連業務に係る
契約

766,480
R4

～R7
274,110

R8
～R10

千円 千円

274,110

前年度末までの
支払義務発生

(見込)額

当該年度以降の
支払義務発生

予定額

期　間 金　額
国　県
補助金

企業債

千円 千円千円

1,352

R5
～R7

全額

592

R8
～R13

2,228 2,228

1,318
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事　項 限度額
左 の 財 源 内 訳

期　間 金　額 その他

千円 千円 千円

前年度末までの
支払義務発生

(見込)額

当該年度以降の
支払義務発生

予定額

期　間 金　額
国　県
補助金

企業債

千円 千円千円

658

10,000 10,000

240

46
土地賃貸借に
係る契約

46
R8

～R9
46

3,672

AED賃貸借に係る
契約

658 R7 0
R8

～R15
658

R9
～R11

3,672

第一水源地清掃
業務に係る契約

3,600 R7 0
R8

～R10
3,600 3,600

891,000
R9

～R10
891,000 296,000 299,000 296,000

上水道遠方監視
制御システム更
新工事に係る契
約

三重県自治体共
同積算システム
使用に係る契約

3,672

80
R6

～R7
40

R8
～R9

40

1,106
R6

～R7

816
R6

～R7

1,586
R6

～R7
576

R8
～R9

408

40

9696

408
R8

～R9
408

576

408

上下水道料金等口座
振替データ伝送サー
ビスに係る契約（み
えなか農業協同組
合）

上下水道料金等口座
振替データ伝送サー
ビスに係る契約（あ
いち銀行）

上下水道料金等口座
振替データ伝送サー
ビスに係る契約（三
十三銀行）

240

R8
～R9

指定納付受託者
による歳入の納
付に係る契約

10,000
R8

～R10

上下水道料金等口
座振替データ伝送
サービスに係る契
約（百五銀行）

上下水道料金等
の口座振替デー
タ伝送通信料と
して月額料金
33,000円及び1件
当たりの単価5.5
円に送受信デー
タ件数を乗じて
得た額

R6
～R7

600
R8

～R9

R8
～R9

R6
～R7

240

上下水道料金等口座
振替データ伝送サー
ビスに係る契約（東
日本信用漁業協同組
合連合会）

上下水道料金等口座
振替データ伝送サー
ビスに係る契約（桑
名三重信用金庫）

96

576

600600

（　水　道　）-17-



1

(1)

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

ト

チ

(2)

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

2

(1)
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流動資産

現金預金 3,227,643,000

340,820,000

貸倒引当金 △ 7,525,000 333,295,000

未収金

貯蔵品

立木 562,000

５　令和８年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(令和９年３月３１日)

資　　　産　　　の　　　部

（単位：円）
固定資産

土地 670,121,000

有形固定資産

構築物 63,333,964,000

建物 1,174,840,000

減価償却累計額 △ 855,126,000 319,714,000

減価償却累計額 △ 31,651,701,000 31,682,263,000

機械及び装置 3,589,937,000

減価償却累計額 △ 2,900,348,000 689,589,000

車両運搬具 30,840,000

減価償却累計額 △ 16,093,000 14,747,000

工具器具及び備品 8,757,000

減価償却累計額 △ 7,740,000 1,017,000

建設仮勘定 53,407,000

有形固定資産合計 33,431,420,000

無形固定資産

受水権 23,537,000

水利権 3,554,000

電話加入権 1,706,000

ダム使用権 820,000

施設利用権 4,560,000

35,085,000

固定資産合計 33,466,505,000

ソフトウエア 908,000

無形固定資産合計

流動資産合計 3,573,931,000

12,993,000

資産合計 37,040,436,000
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3

(1)

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

(2)

イ

ロ

4

(1)

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

(2)

(3)

イ

ロ

(4)

5

6

7

(1)

イ 受贈財産評価額

ロ

(2)

イ

ロ 当年度未処理欠損金 88,774,000

負　　　債　　　の　　　部

固定負債

（単位：円）

企業債

13,204,223,000

引当金

退職給付引当金 384,529,000

修繕引当金 440,409,000 824,938,000

流動負債

固定負債合計 14,029,161,000

企業債

705,460,000

未払金 584,471,000

引当金

賞与引当金 21,055,000

法定福利費引当金 4,166,000 25,221,000

その他流動負債 48,388,000

流動負債合計 1,363,540,000

繰延収益

長期前受金 15,932,373,000

△ 9,775,385,000 6,156,988,000長期前受金収益化累計額

繰延収益合計 6,156,988,000

負債合計 21,549,689,000

資　　　本　　　の　　　部

利益積立金

負債資本合計 37,040,436,000

剰余金合計 39,655,000

資本合計 15,490,747,000

資本金 15,451,092,000

利益剰余金合計

113,047,000

利益剰余金

24,273,000

資本剰余金合計

剰余金

360,000

15,382,000

補助金 15,022,000

資本剰余金
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Ⅰ　重要な会計方針に係る事項に関する注記

    たな卸資産の評価基準及び評価方法

・ 貯蔵品　先入先出法による原価法

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法

・ 主な耐用年数

建物 24 ～ 38 年

構築物 30 ～ 40 年

機械及び装置 8 ～ 20 年

車両運搬具 5 年

工具器具及び備品 5 年

(2) 無形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法

・ 主な耐用年数

水利権 20 ～ 55 年

受水権 55 年

ダム使用権 55 年

施設利用権 55 年

ソフトウエア 5 年

３　引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

・

　

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

・

　

(3) 貸倒引当金

・

(4) 修繕引当金

・

４　消費税及び地方消費税の会計処理

    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっています。

６　重要な会計方針等に関する注記

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当
する金額を計上しています。

職員の期末勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年
度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上しています。

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計
上しています。

会計基準改正前（平成26年3月31日以前）に計上してあった修繕引当金を移行して計
上し、従前の例により取り崩すこととします。

１　資産の評価基準及び評価方法
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Ⅱ　予定貸借対照表等に関する注記

１　企業債の償還に係る他会計の負担

・

　
　

２　引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

・

　

(2) 法定福利費引当金の取崩し

・

Ⅲ　セグメント情報の開示

１　報告セグメントの概要

・

２　報告セグメントごとの営業収益等

　当年度（自　令和８年４月１日　至　令和９年３月３１日）

営業収益

営業費用

営業損益

経常損益

セグメント資産

セグメント負債

その他の項目

減価償却費

（単位：千円）

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還
予定のものも含む。）のうち「上水道事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還
に要する経費の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は533,491,000円です。

令和８年度において、期末手当及び勤勉手当として31,782,000円を支給することに
なるため、賞与引当金18,997,000円を取り崩します。

令和８年度において、期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費として6,317,000円
を支給することになるため、法定福利費引当金3,650,000円を取り崩します。

本市は、水道事業と簡易水道事業を運営していることから、水道事業と簡易水道事業の
２つを報告セグメントとしています。なお、各報告セグメントの事業の内容は以下のと
おりです。

2,110,824

合計区分

有形固定資産及び無
形固定資産の増加額

3,170,915

3,487,228

△ 316,313

7,365

△ 4,966

セグメント区分

0

3,479,863

朝見地域の給水区域において水道水を供給する業務

1,313,739

658

簡易水道事業以外の給水区域において水道水を供給する業務

事業の内容

3,168,516 2,399

簡易水道事業水道事業

簡易水道事業

水道事業

△ 185,990

37,040,436

△ 311,347

△ 185,713

37,039,515

21,549,031

△ 277

921

21,549,689

0 1,313,739

2,110,824
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Ⅳ　リース契約により使用する固定資産に関する注記

１　リース取引の処理方法

２　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 円

1年超 円

計 円

所有権移転ファイナンス・リース取引については、該当なし。
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小規模の地方公営企業の特例措置
により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

19,793,185

7,270,602

27,063,787
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施設利用権 4,962,000

ソフトウエア 1,362,000

電話加入権 1,706,000

ダム使用権 944,000

７　令和７年度松阪市水道事業予定貸借対照表

(令和８年３月３１日)

資　　　産　　　の　　　部

（単位：円）
固定資産

有形固定資産

土地 670,121,000

立木 562,000

建物 1,174,840,000

減価償却累計額 △ 832,227,000 342,613,000

構築物 60,575,777,000

減価償却累計額 △ 30,536,729,000 30,039,048,000

機械及び装置 3,581,588,000

減価償却累計額 △ 2,760,866,000 820,722,000

車両運搬具 30,840,000

減価償却累計額 △ 12,369,000 18,471,000

工具器具及び備品 8,757,000

減価償却累計額 △ 7,223,000 1,534,000

建設仮勘定 61,542,000

有形固定資産合計 31,954,613,000

無形固定資産

受水権 25,929,000

水利権 3,827,000

無形固定資産合計 38,730,000

固定資産合計 31,993,343,000

流動資産

現金預金 3,902,817,000

未収金 340,820,000

貸倒引当金 △ 7,525,000 333,295,000

貯蔵品 16,048,000

流動資産合計 4,252,160,000

資産合計 36,245,503,000
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イ 受贈財産評価額
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イ

ロ

負　　　債　　　の　　　部

（単位：円）

固定負債

企業債

12,463,183,000

引当金

退職給付引当金 361,198,000

修繕引当金 440,409,000 801,607,000

固定負債合計 13,264,790,000

流動負債

企業債

735,335,000

未払金 449,107,000

引当金

賞与引当金 18,997,000

法定福利費引当金 3,650,000 22,647,000

その他流動負債 48,388,000

流動負債合計 1,255,477,000

繰延収益

長期前受金 15,642,121,000

長期前受金収益化累計額 △ 9,495,007,000 6,147,114,000

繰延収益合計 6,147,114,000

負債合計 20,667,381,000

資　　　本　　　の　　　部

資本金 15,352,477,000

剰余金

資本剰余金

360,000

補助金 15,022,000

資本剰余金合計 15,382,000

利益剰余金

225,645,000

利益積立金 113,047,000

 当年度未処分利益剰余金 97,216,000

利益剰余金合計 210,263,000

剰余金合計

資本合計 15,578,122,000

負債資本合計 36,245,503,000
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(5)

(6)

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4

(1)

(2)

８　令和７年度松阪市水道事業予定損益計算書

(令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで)

（単位：円）

営業収益

給水収益 3,185,337,000

その他営業収益 18,502,000 3,203,839,000

営業費用

原水及び浄水費 1,392,915,000

配水及び給水費 395,852,000

業務費 199,682,000

総係費 106,741,000

減価償却費 1,298,693,000

資産減耗費 1,000,000 3,394,883,000

営業利益 △ 191,044,000

営業外収益

受取利息及び配当金 2,091,000

分担金 23,340,000

166,052,000

雑支出 27,542,000 193,594,000 158,004,000

雑収益 9,222,000 351,598,000

営業外費用

308,245,000

経常利益 △ 33,040,000

支払利息及び
企業債取扱諸費

他会計補助金 8,700,000

長期前受金戻入

前年度繰越利益剰余金 130,256,000

当年度未処分利益剰余金 97,216,000

0

当年度純利益 △ 33,040,000

その他未処分利益剰余金変動額
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1 水道事業収益

1 営業収益

(1)

(2)

2 営業外収益

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

長 期 前 受 金
戻 入

9,823雑 収 益

4,405
宅地造成に伴う工事監督料
等

９　令和８年度松阪市水道事業会計予算基礎資料

収  益  的  収  入  及  び  支  出

収　　　　　　　　　　　入

款　　　項 目

3,839,921

3,476,835

節

3,487,373

予 定 額

（千円）
説　　　明

水 道 料 金 3,474,197

給 水 収 益

負 担 金

簡易水道使用料
年間総給水量132,792㎥

年間総給水量
18,043,654㎥

手 数 料 開栓手数料等

10,538

消火栓維持管理費等

そ の 他
営 業 収 益

4,372

2,638

6,166

預 金 利 息

3,911

352,548

26,081

3,910

簡 易 水 道
使 用 料

他会計補助金

受 取 利 息
及 び 配 当 金

分 担 金

長 期 前 受 金
戻 入

水道新設等分担金

一般会計補助金

貸 付 金 利 息

9,705他会計補助金

26,081分 担 金

288,878
補助金等により取得した固
定資産の減価償却費見合い
分の収益化

5,418
簡易水道事業運営に係る地
元負担金

9,705

288,878

1

その他雑収益

簡 易 水 道
地 元 負 担 金

国 県 補 助 金 14,150

国 県 補 助 金 14,150
水道事業に充当する国県補
助金
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1 水道事業費用

1 営業費用

(1)

修繕材料費

修 繕 費

400

5,550

手 当

法 定 福 利 費
引当金繰入額

報 償 費 200

21,690

3,683,347

給 料

（千円）

予 定 額

支　　　　　　　　　　　出

目 節

78

2,148

次亜塩素酸ナトリウム、消
石灰等

水源地電力料金

地質調査謝礼

ガス代等

9,069

期末勤勉手当等

説　　　明

1,513

8,614

6人

3,958,455

1,537,510

自動車燃料費等

5,535

1,525

435

電話料金、専用回線使用料
等

公用車リース料等

水源施設等警備委託、施設
設備点検委託、除草清掃業
務委託等

水質検査手数料等

1,605

83,645

事務用品等

160 電柱使用料

施設設備修繕及び自動車車
検代等

材 料 費

69,024

8,738

29,550

款　　　項

原 水 及 び
浄 水 費

備 消 品 費

薬 品 費

動 力 費

賞 与 引 当 金
繰 入 額

法 定 福 利 費

燃 料 費

使 用 料

賃 借 料

通 信 運 搬 費

手 数 料

委 託 料

光 熱 水 費
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(2)

手 当 ・ 簡

32

保 険 料

目

公 課 費

委 託 料 ・ 簡

説　　　明

簡易水道担当職員1名（1ヶ
月分）

自動車重量税

款　　　項

法定福利費・
簡

簡易水道事業
次亜塩素酸ナトリウム、残
留塩素計試薬

簡易水道事業
施設維持管理等委託、水質
検査委託

簡易水道事業
ポンプ場電力料金

期末勤勉手当　簡易水道担
当職員1名（1ヶ月分）

自動車損害保険料

南勢志摩水道用水及び北中
勢水道用水受水費

予 定 額

（千円）

8

8,449

6人

期末勤勉手当等

412

8

5,047

2,218

474,992

10

19,202

受 水 費

法 定 福 利 費
引当金繰入額

動 力 費 ・ 簡

燃 料 費 ・ 簡

賞 与 引 当 金
繰 入 額

手 当

法 定 福 利 費

給 料

69

5,638

配 水 及 び
給 水 費

保 険 料 ・ 簡

手 数 料 ・ 簡

簡易水道担当職員1名（1ヶ
月分）

簡易水道事業
日水協施設保険

簡易水道事業
事務用品等

簡易水道事業
自動車燃料費等

簡易水道事業
健康診断、公金振込手数料

15

1,278,803

96

238

1,839

10

節

備消品費・簡

給 料 ・ 簡

負 担 金 1,125 第一水源地LED化負担金

薬 品 費 ・ 簡 140
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(3)

印 刷 製 本 費

1,161

手 当

5人

99

法 定 福 利 費

ポンプ場電力料金

材 料 費

期末勤勉手当等

検定満期量水器取替修理

説　　　明
（千円）

敷地賃借料、公用車リース
料、自家発・トラックリー
ス料

自動車燃料費1,157

自動車車検代、修理代等

180

給 料

修 繕 工 事 費

保 険 料

郵送料

22,740

漏水等修繕工事費、鉛管取
替工事費等

35,000 修繕工事跡道路舗装復旧費

15,113

5,583

修繕材料費

自動車等損害保険料

自動車重量税公 課 費

185,046

業 務 費 233,368

78

50,085

3,769

材料表等印刷代

工具部品等

光 熱 水 費 4,100

22

燃 料 費

節
予 定 額

配水池電気代

賞 与 引 当 金
繰 入 額

委 託 料

修 繕 費

2,493

226

通 信 運 搬 費

漏水調査委託、松阪市上水
道台帳補正業務委託等

109,370

1,119

賃 借 料

量 水 器 取 替
補 修 費

路 面 復 旧 費

動 力 費 27,000

法 定 福 利 費
引当金繰入額

1,130

款　　　項

備 消 品 費

目

手 数 料 14 自動車リサイクル料金
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(4)

法 定 福 利 費
引当金繰入額

700

水源保護審議会委員

期末勤勉手当等

旅 費

委 託 料

自動車燃料費

研修旅費等

198賃 借 料

収納日報印刷代等

燃 料 費

印 刷 製 本 費 330

款　　　項

956

4,370

15,930

目
（千円）

自動車修理代

5,994

口座振替手数料、クレジッ
ト取扱手数料等

修 繕 費

備 消 品 費

手 数 料

84

3,865

119

予 定 額
説　　　明

公用車リース料

183,349

122,238

量水器取替通知、口座伝送
に係る通信費等

営業関連業務委託、量水器
取替委託等

50

閉栓キャップ、事務用品等

13,642

50

給 料

節

875

23,331

通 信 運 搬 費

29,659 7人

3,789

手 当

法 定 福 利 費

退 職 給 付
引当金繰入額

報 酬

報 償 費

総 係 費

賞 与 引 当 金
繰 入 額

事務用品、追録代等

自動車燃料費

職員被服費

備 消 品 費

9,267

講師謝礼等

860

燃 料 費

被 服 費
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(5)

(6)

集中浄書代等

節

印 刷 製 本 費

500

公用車リース料等2,897

管破損等事故補償費

職員健康診断料等

日本水道協会会費、電子入
札システム負担金、研修会
参加負担金等

1,500

自動車、建物損害保険料等

30

361

3,645

1,500

款　　　項

委 託 料

（千円）

庁舎使用料、職員パソコン
使用料等

1,430

1,349

使 用 料

広 告 料

手 数 料

光 熱 水 費

予 定 額

12,027 積算システム保守委託等

電気、ガス、下水道使用料

研 修 費

138

695

61

1,974

補 償 費

修 繕 費 250

通 信 運 搬 費

説　　　明

職員研修費

自動車修理代

登記手数料等

新聞掲載料

有形固定資産
減 価 償 却 費
無形固定資産
減 価 償 却 費

雑 費

1,310,094

固 定 資 産
除 却 費

1,313,739

賃 借 料

50

負 担 金

保 険 料 3,332

電話代、郵送料等

7,273

資 産 減 耗 費

厚 生 福 利 費

減 価 償 却 費

目
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2 営業外費用

(1)

(2)

(3)

3 予備費

(1) 5,000

5,000

270,108

22,160

50,000

50,000

過年度還付金等

5,000

190,748

190,748

説　　　明

予 備 費

款　　　項

7,200

消費税雑支出

その他雑支出

節

企 業 債 利 息

29,360

目

消 費 税 及 び
地 方 消 費 税

雑 支 出

消 費 税 及 び
地 方 消 費 税

支 払 利 息 及 び
企業債取扱諸費

予 定 額

（千円）

予 備 費
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1

1

(1)

2

(1)

3

(1)

4

(1)

統合水道建設改良事業、
消火栓設置増強費等

1,446,500

予 定 額

（千円）

1,446,500

1,446,500

説　　　明

98,615

収　　　　　　　　　　　入

23,418

工 事 負 担 金

企 業 債

負担金

資本的収入

款　　　項

220,334

国庫(県)補助金

企業債

出資金

目

建設改良事業に充当

市甚太川河川改修工事に伴
う配水管布設替工事等

国 庫 ( 県 ）
補 助 金

水道建設事業に充当する国
庫(県)補助金

市 出 資 金

資　本  的  収  入  及  び  支  出

98,615

98,615

23,418

企 業 債

出 資 金

1,788,867

節

国 庫 ( 県 ）
補 助 金

23,418

220,334

220,334

工 事
負 担 金
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1

1

(1)

(2)

18,363 5人

積算システム共同利用料等

配水管技能者登録更新手数
料等

研修旅費等

1,396,087

基 幹 施 設
整 備 費

730,548

工 事 請 負 費

604

650

委 託 料
配水管布設替設計業務委託
等

給 料

41,378

期末勤勉手当等手 当 11,827

法 定 福 利 費 5,831

19,846

資本的支出

建設改良費

配水管布設替工事等

自動車燃料費

公用車リース料等

事務用品等備 消 品 費

1,370

200

旅 費

法 定 福 利 費

負 担 金

手 数 料

889

賃 借 料

修 繕 費 自動車修理代

1,014

25

使 用 料

654

1,566,646

目

支　　　　　　　　　　　出

款　　　項

配 水 及 び
給 水 施 設 費

節
予 定 額

2,305,615

給 料

手 当

（千円）

40,850

燃 料 費

説　　　明

16人

期末勤勉手当等

研修会参加負担金等

61,079

3,040,950

補 償 費 2,000 移設補償費
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(3)

2

(1)

固 定 資 産
購 入 費

50

工 事 請 負 費 693,300

290賃 借 料

修 繕 費

357燃 料 費

735,335

735,335企業債償還金

企業債償還金

企業債償還金

735,335

企業債償還元金

量水器、蓄電池、鉄管・
ケーブル探知機

機械及び装置 8,421

8,421

公用車リース料

自動車修理代

新八田ポンプ場ポンプ棟建
築工事等

事務用品等

自動車燃料費

530

説　　　明
予 定 額

款　　　項

備 消 品 費

節目
（千円）
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